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２．Hosanna-Tabor 判決

次に本章で, 2012年に連邦最高裁が下した Hosanna-Tabor Evangelical

Lutheran Church & School v. EEOC
(１)
の内容を概観する。

（１）事案

Hosanna-Tabor 判決は, 私立学校を運営するルター派の教会とその学

校に勤務していた教員との間の雇用関係をめぐる争いに端を発する。

Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church & School（以下「本件教

会」という｡）は, 幼稚園から第 8 学年までを対象に「キリスト中心の

教育」を行う学校をミシガン州で運営していた。本件教会が所属してい

たルター派教会ミズーリシノッドは, 教員の立場を「召命 (called)」教

員と「一般 (lay)」教員の 2 種に分けていた。召命教員は, 神によって
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その職に召されたものとして扱われる立場である。召命は会衆 (congre-

gation) から受けることになるが, そのためには一定の宗教教育を修め

ることを要し, 召命を受けると ｢Minister of Religion, Commissioned｣ の

称号を与えられる。任期は無期限で, 召命が取り消されるのは正当な事

由と会衆の特別多数決があった場合に限られる。これに対し, 一般教員

または「契約 (contract)」教員は, 特別な宗教教育を要せず, ルター派

の信者である必要もない立場である。会衆の投票によらずに学校委員会

(school board) が 1 年任期で雇用する。召命教員も一般教員も業務内容

は同じであるが, 一般教員は召命教員が足りない場合にのみ雇用される。

Cheryl Perich (以下「本件教員」という｡）は, 1999年に一般教員と

して雇用され, 一定の宗教教育を修めた後, 召命教員の資格を得た。数

学・言語等の世俗的な科目の担当に加え, 週 4日宗教の授業を担当した

ほか, 毎日の祈祷で生徒を指導し, 週 1回の全校礼拝に出席し, 年２回

程自ら全校礼拝を指導していた。

2004年 6 月, 本件教員は, 睡眠発作 (narcolepsy) を発症した。そこ

で彼女は, 2004－2005年の学年度を就労不能休暇を取得し迎えることに

なったが, 2005年 1 月, 学校長に対し, 翌月には復職できることを伝え

た。これに対し, 学校長から, 彼女が抜けた穴を埋めるために年度末ま

で一般教員を雇用してしまったとの返答とともに, 復職にはまだ早いの

ではないかとの懸念が示された。 1月30日に会衆集会が開催され, その

席で学校側は彼女の復職が翌学年度まで困難であることを伝えた。そこ

で会衆は, 会衆が彼女の健康保険料の一部を負担することと引き換えに

彼女に召命教員を辞職してもらうことを内容とする ｢peaceful release｣

という取決めを彼女に申し出ることを決めた。しかし, 彼女はこれを拒

み, 2 月22日から復職可能であるとする医師による書面を提出し, 実際

に同日学校に出勤した。学校長は帰るよう求めたが, 彼女は出勤したこ

とを証する文書を得るまで帰ろうとはしなかった。その日の午後, 学校

長が彼女に電話をし, 解雇される可能性があることを伝えたところ, 彼
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女は弁護士と相談しており, 法的権利を行使する意思があると返答した。

その後, 学校委員会は, 反抗的な態度をとったこと, また訴訟の示唆に

よって学校との関係を損なったことを理由に, 次回の会衆集会で彼女の

召命の取消しが検討されるであろうと彼女に書面で伝えた。そして４月

に開催された会衆集会で彼女の召命の取消しが決議され, 教会側は解雇

通知を彼女に送った。

そこで本件教員は, 障害を理由とする雇用差別と雇用差別に抗議した

者への報復を禁止する「障害を持つアメリカ人法 (Americans with Dis-

abilities Act : ADA)」
(２)

に違反して解雇されたと主張し, 雇用機会均等委

員会 (Equal Employment Opportunity Commission : EEOC) に救済の申

立てを行った。そしてこの申立てを受けた EEOCが原告となって, 本

件教会を相手取り, 本件教員の復職等を求める訴訟を提起し, 本件教員

も訴訟参加した。これに対し, 教会側は,「聖職者例外」法理の適用を

理由に本件訴訟は第 1修正によって禁じられると主張した。その際, 教

会側は, 彼女が「聖職者」であること, そして彼女の解雇が, 彼女によ

る訴訟の示唆が争い事は内部で解決しなければならないとする教義に違

反したことによる, 宗教上の理由に基づくものであることを主張した。
(３)

（２）下級審判決

連邦地裁は, 教会側の主張を認める summary judgment を下した。ま

ず, 同地裁は, 先例に基づき「聖職者例外」法理の存在を認め, 本件教

員が同法理の適用対象となる「聖職者」の立場にある被用者に該当する

か否かが本件での主たる争点であるとする。次いで, 同地裁は, 被用者

が法理の適用対象に該当するか否かを判断するための手法として様々な

裁判所によって ｢primary duties｣ テストが用いられているものの, 宗教

学校の教員が適用対象となるか否かをめぐっては裁判所の間で判断が分

かれているとし, 適用対象と認めなかった判決と認めた判決をそれぞれ

概観する。その上で, 同地裁は, これら判決に照らして本件教員の雇用
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状況を検討すると本件教員は法理の適用対象となる「聖職者」に該当す

ると判断しなければならないとし, その理由として,「minister｣ の称号

が与えられていたこと, 実際にその称号に見合った扱いを受けていたこ

となどを指摘する。以上の理由から, 同地裁は, これ以上本件雇用差別

の訴えを審理することはできないと結論した。
(４)

これに対し, 第 6巡回区控訴裁は, 原判決を破棄し, 連邦地裁で本案

審理を行うよう求めて差し戻した。まず, 同控訴裁は, 先例に基づき

「聖職者例外」法理の存在を認め, 被用者が同法理の対象となる「聖職

者」に該当するか否かを判断するために同巡回区が ｢primary duties｣ テ

ストを用いてきたことを確認した上で, 本件での主たる争点は本件教員

が「聖職者」の立場にある被用者に該当するか否かであるとする。次い

で, 同控訴裁は, 宗教学校の教員が法理の適用対象となるか否かの問題

を同控訴裁で扱うのは本件が初めてであるとしつつ, 多くの裁判所が主

に世俗的な科目を教える宗教学校の教員については「聖職者」に該当し

ないとの判断を示しており, 逆に宗教学校の教員が「聖職者」に該当す

るとの判断が示された事例では, 当該教員が主に宗教科目を教えたり,

教会の精神的な使命にとって中心的な役割を果たしていたという事情が

あったと指摘する。その上で, 同控訴裁は, 本件教員の主たる職務に関

する事実認定を前提とすれば, 本件教員を「聖職者」の立場にある被用

者に該当するとした連邦地裁の結論は誤りであったとし, その理由とし

て, 本件教員の一日の勤務時間のほとんどが世俗的な科目の教育に費や

されていたことから, 本件教員の主たる職務が「信仰の教育や普及, 教

会の統治, 修道会の監督, 宗教儀式や礼拝の監督または参加」ではなく

「世俗的な科目の教育」であることは明らかであると論ずる｡ 加えて,

同控訴裁は, ｢minister｣ の称号が与えられていたという事実によって本

件教員の主たる職務が世俗的な性質のものから宗教的な性質のものに変

質するわけでないことや召命教員の職務が一般教員の職務と同じであっ

たことなども指摘する。さらに同控訴裁は, 本件訴えの審理のためには
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本件教員が ADAの定める障害者に該当するか, 本件教会が本件教員に

対し ADAに違反する扱いをしたかといった争点を判断すれば足りるた

め, 裁判所が宗教上の教義を分析する必要はなく, また本当に教義上の

理由が雇用差別と争われている行為の動機であるか否かの審理を裁判所

がしてはならないということにもならないとの判断も示した。以上の理

由から, 同控訴裁は, 本件訴えが「聖職者例外」法理によって妨げられ

ることはないと結論づけた。
(５)

そこで, 教会側が裁量上訴の申立てを行い, 連邦最高裁は裁量上訴を

認容した。
(６)

（３）連邦最高裁判決

連邦最高裁は, 全員一致で原判決を破棄した。法廷意見はロバーツ首

席裁判官が執筆した。トーマス裁判官とアリート裁判官がそれぞれ同意

意見を執筆し, アリート裁判官同意意見にケーガン裁判官が同調した。

以下, 法廷意見と各同意意見の内容を概観する。

①法廷意見

法廷意見は, まず, 第 1修正の宗教条項に関して先例が自由行使条項

と国教樹立禁止条項の対立の可能性を認めてきたことに言及しつつも,

「本件はそういう状況ではない。宗教条項の双方がその聖職者の 1人を

解雇するという宗教団体の決定に政府が干渉することを禁止している」

と述べた上で, 宗教条項の歴史から分析を始める。そして, 同条項の起

草の歴史的背景として, 聖職者叙任権をめぐるマグナ・カルタ以来の英

国および植民地時代の状況を概観した上で,「宗教条項は―イギリス国

王と異なり―新たな連邦政府が聖職を埋める役割を有しないことを確保

するものであった」とし, 国教樹立禁止条項と自由行使条項の解釈とし

て, 前者は「連邦政府が聖職者を任命すること」を妨げ, 後者は「連邦

政府が自らの聖職者を選任する宗教団体の自由に干渉すること」を妨げ
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るものであるとの解釈を示す。
(７)

次いで, 法廷意見は, 教会財産紛争の問題を扱った先例に言及し, 先

に見た1871年の Watson 判決と1952年の Kedroff 判決に加え, 1976年の

Serbian Eastern Orthodox Diocese for United States of America and Canada

v. Milivojevich
(８)
の内容を概観する。その際, 法廷意見は, 教会財産紛争

の問題を扱った先例を「聖職者を選任する教会の能力に対する政府の干

渉」に関する問題を「間接的に扱った」領域と位置付け, これらの先例

は「いかなる者が聖職者を務めることができるのかに関する教会の決定

を政府が否定することは許されない」ことを確認しているとの理解を示

す。
(９)

その上で, 法廷意見は, 第 1修正のもとで「聖職者例外」法理が認め

られるか否かの判断へと移る。そして, これまで連邦最高裁が「聖職者

を選任する宗教団体の自由が雇用差別を主張する訴訟によって影響を受

けるか否かを考察する機会を持つことがなかった」のに対し,「1964年

公民権法第 7編……とその他の雇用差別禁止法の制定後, 連邦巡回区控

訴裁判所は, 第 1修正を根拠に, 宗教団体とその聖職者との間の雇用関

係に関する主張に対するこれらの法の適用を排除する『聖職者例外』の

存在を一様に認めてきた」ことを確認した上で,「当法廷はこうした聖

職者例外が存在することに同意する」と論じ, 連邦最高裁として初めて

「聖職者例外」法理の存在を認める判断を示す。その根拠として, 法廷

意見は, 次のように述べ, 自由行使条項と国教樹立禁止条項の双方を挙

げる｡「宗教団体の構成員は, 信仰を聖職者の手に委ねる。教会が望ん

でいない聖職者の受け入れや雇い入れを教会に要求し, あるいは受け入

れや雇い入れをしなかったことを理由に教会を罰することは, 単なる雇

用に関する決定以上のものを侵害することになる。こうした行為は, 教

会の内部統治に干渉し, 信仰を体現する者の選任に関するコントロール

権を教会から奪うものである。教会が望んでいない聖職者を押し付ける

ことによって, 政府は, 聖職者の任命を通じて自らの信仰や使命を形成
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する宗教団体の権利を保護する自由行使条項に違反することになる。ま

た, いかなる個人が信者に仕えるべきかを決定する権限を政府に付与す

ることは, こうした教会組織に関わる判断に対する政府の関与を禁止す

る国教樹立禁止条項にも反することになる｣。
(10)

続いて, 法廷意見は,「聖職者例外」法理を認めるべきでないとする

EEOC および教員側の主張に応答する。 1 つ目の主張は, 宗教団体は

雇用差別の訴えに対し第 1修正に含まれる「結社の自由」を援用できる

ので,「聖職者例外」法理を認める必要はないというものである。この

主張によれば, 例えば, 雇用差別禁止法を適用してカトリック教会に女

性を聖職者にするよう強制することは第 1修正違反となるが, それ以上

の保護を宗教団体に与える必要性はないことになる。これに対し, 法廷

意見は, この主張は「支持できない」とし, その理由として, この主張

によれば問題となる結社が教会であろうが社交クラブであろうが第 1修

正のもとでの分析は変わらないことになるが, かかる帰結は「宗教団体

の権利に特別な配慮を示している第 1修正のテクストそのものと両立し

がたい」ことを指摘する。
(11)

そしてもう 1 つの主張が,「聖職者例外」法理を採用することは

Smith 判決によって認められないというものである。この主張に対し,

法廷意見は, 次のように述べ, 本件と Smith 判決との区別を図る｡「確

かに ADAによる報復の禁止は, オレゴン州によるペヨーテ使用の禁止

と同様, 一般的な適用可能性を有する有効で中立的な法ではある。しか

し, 教会による聖職者の選任は, 個人によるペヨーテの吸引とは異なる。

Smith 判決は, 単なる外的な身体的行為 (only outward physical acts) に

対する政府の規制に関わるものであった。これに対し, 本件は, 教会の

信仰や使命そのものに影響する内的な教会決定 (an internal church deci-

sion that affects the faith and mission of the church itself) に対する政府

の干渉に関わるものである。Smith 判決877ページ参照（『身体的行為』

に対する政府の規制と『宗教上の権威や教義をめぐる紛争において政府
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が一方当事者にその力を貸すこと』を区別)。宗教条項に起源を有する

聖職者例外を採用することは Smith 判決によって認められないとの主

張は, 説得力を持たない｣。
(12)

以上のように宗教条項を根拠に「聖職者例外」法理を認めた上で, 法

廷意見は, 本件雇用関係に対する同法理の適用の有無の検討へと移る。

ここで法廷意見は, 巡回区控訴裁レヴェルでは「聖職者例外は宗教団体

の指導者に限定されるものではない」との結論が示されてきたことを確

認し, これに「同意する」としつつも,「いかなる場合に被用者が聖職

者に該当するのかを決めるための厳格な定式を採用することはためらわ

れる」と述べ, 明確な基準の採用を避ける。その代わりに, 本件では

「彼女の雇用に関する全ての事情」に照らして本件教員は「聖職者例外」

法理の対象となる「聖職者」であると結論すれば十分であるとし, 教会

が本件教員に ｢minister｣ の称号を与えていた点, この称号を得るため

に相応の宗教上の訓練を要した点, 本件教員も自らこの称号を用いてい

た点, 本件教員が子ども達に教会の教えを伝達する役割を果たしていた

点を指摘する。他方, これと反対の結論を導き出した控訴裁の判断は,

本件教員が ｢minister｣ の称号を有していた事実を全く考慮しなかった

点, 一般教員が本件教員と同じ役割を果たしていた事実を重視し過ぎた

点, 本件教員が世俗的な科目を教えていた時間の量を重視し過ぎた点で

誤っていたとする。特に最後の点に関しては「本件の問題はストップ・

ウォッチを用いて解決できるものではない」との批判を加えている。か

くして本件教員が「聖職者例外」法理の対象となる「聖職者」である以

上, 雇用差別を理由とする本件教会に対する訴訟は退けられるべきこと

が第 1修正によって要求されることになると結論づける。その際, 法廷

意見は, EEOCおよび教員側が本件教員の解雇は宗教上の理由によるも

のであるとの教会側の主張を口実に過ぎないと主張していることに対し,

「この指摘は, 聖職者例外の要点を見誤っている。聖職者例外の目的は,

聖職者を解雇する教会の判断を, それが宗教上の理由からなされた場合
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にのみ保護することではない。その代わりにこの例外は, 信者に仕える

者を選任し統制する権威……は教会だけであるということを確保するも

のである」と応答している。
(13)

最後に, 法廷意見は, 本判決の射程について, 聖職者が教会による解

雇を争う雇用差別の訴えは「聖職者例外」法理によって禁じられるとい

うことだけを判示するもので,「聖職者例外が, 被用者が宗教上の雇用

者による契約違反や不法行為を争う訴訟を含む, 他の類型の訴訟を禁ず

るか否かについて当法廷はいかなる見解も示さない」とした上で, 次の

ように述べることで意見を締め括っている｡「雇用差別禁止法を実施す

る社会の利益は疑いなく重要である。しかし, 自らの信仰を伝え, 教義

を教え, 使命を遂行する者を選ぶ宗教団体の利益もまた, 疑いなく重要

である。解雇された聖職者がその解雇が差別的であると主張して教会を

訴えるとき, 第 1修正はすでに私たちのために比較衡量を済ませている。

教会は, その道を導く者を自由に選ぶことができなければならない｣｡
(14)

②同意意見

以上の法廷意見に関し, トーマス裁判官とアリート裁判官がそれぞれ

同意意見を執筆している。いずれの意見も,「聖職者例外」法理の対象

となる「聖職者」の範囲の確定方法に関わるものである。

まず, トーマス裁判官同意意見は, 本件教員を「聖職者例外」法理の

対象となる「聖職者」に該当すると判断する際に法廷意見が様々な事実

に言及したのに対し, むしろ裁判所は「いかなる者が聖職者の資格を有

するかに関しては宗教団体の真摯な理解に敬譲すべきこと」が宗教条項

によって求められると主張する。その理由として, トーマス裁判官は,

宗教条項は宗教団体に聖職者を選任する権利を保障するが, もしある被

用者を「聖職者」とみなす宗教団体の真摯な判断に裁判所がけちをつけ

うるのだとすれば, この権利も空虚なものになってしまうこと, 合衆国

には様々な指導体制を有する宗教団体が存在し, ある被用者が「聖職者」
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に当たるかという問題に対する解答も大きく異なりうるが, こうした状

況のもとで裁判所が「聖職者」の定義を試みることは主流派でない宗教

団体を不利に扱う危険性があることを指摘する。そして, 法廷意見は本

件教員が「聖職者」に該当するとの結論を導くにあたって当該結論を導

く事実を入念に述べたが, 本件教会が本件教員を「聖職者」と真摯に考

えていたことは証拠上明らかであり, 本件で結論を出すにはそれだけで

十分であったとしている。
(15)

他方, アリート裁判官同意意見（ケーガン裁判官同調）は, 法廷意見

が ｢minister｣ の称号が与えられている事実を重視したことに対し,「聖

職者例外」法理の対象となる「聖職者」に該当するかどうかの判断にあ

たっては ｢minister｣ の称号や叙任 (ordination) の有無ではなく,「宗教

団体のために働く者が果たす役割」に注目すべきことを主張し, 同法理

は「宗教団体を指導し, 礼拝や重要な宗教行事または儀式を行い, その

信仰の伝達者または教育者として仕える, いかなる『被用者』に対して

も適用されるべきである」とする。その理由として, アリート裁判官は,

「minister｣ という語は一般にプロテスタントの牧師 (clergy) を指すた

めに用いられ, その他の教派ではあまり用いられないこと, 叙任も一部

の宗派でしか用いられないことを指摘し, これらのことが全ての巡回区

控訴裁が「聖職者例外」法理の適用の有無を決める際に ｢minister｣ の

称号や叙任の有無を決定的な要素として用いない機能主義的アプローチ

を採用していることの理由であるとする。そして, 本件教員に「聖職者

例外」法理が適用されるべきなのは, 本件教員が教会のメッセージの伝

達や礼拝活動の指導といった重要な宗教上の役割を果たしているからだ

とする。また, アリート裁判官は, 教会側が主張する解雇理由は口実に

過ぎないとする EEOCおよび教員側の主張に言及し, 解雇理由が口実

であるか否かを裁判所が審理することは,「下級審の判例が40年近くに

わたり保護してきた宗教的自律を危険なまでに浸食することになる」と

論じ, こうした審理を行うためには裁判所が教会の教義に関する判断を
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行わなければならないことなどを指摘する。なお, アリート裁判官は,

この同意意見の中で, 歴史的に宗教団体が個人と国家権力との間の緩衝

材としての役割を果たす私的結社の中でも傑出した存在であったことを

指摘した上で, 第 1修正は「宗教団体の権利に特別な配慮」を示してい

るとする法廷意見の見解に同意しつつも, それでもなお―後に見る―

「表現的結社の自由」に関する判例は何が本質的な権利であるかを指摘

する上で有用であるとし,「自らの信仰のための声としての役割を果た

す者を選ぶ自由」が宗教団体の基本的な権利の中に含まれなければなら

ないことを指摘する。
(16)

３．考 察

最後に本章で, Hosanna-Tabor 判決（以下「本判決」という｡）およ

び本判決で認められた「聖職者例外」法理について, 若干の考察を行う。

論ずべき問題は多岐にわたると思われるが, 本稿では, 本判決の意見の

構成, 本判決で認められた「聖職者例外」法理の射程, 同法理の憲法上

の根拠, 本判決と Smith 判決との整合性の問題を中心に考察すること

にしたい。

（１）意見の構成について

本判決についてまず目を引くのは, 全員一致で判決が下された点であ

ろう｡
(17)
「明瞭さと全員一致は, 控えめに言っても, 合衆国憲法の宗教条

項を解釈し適用する近年の連邦最高裁の試みの特質ではなかった」
(18)
と評

されるように, これまで宗教条項に関わる連邦最高裁の事案では, 裁判

官の間で意見が激しく対立し, 個別意見が多数付されることも稀でなかっ

たためである。
(19)
実際, 本件で教会側の代理人を務めて勝利を得た論者で

さえ, 全員一致という結果には驚きを隠そうとしない。
(20)

本判決でなぜ全員一致という意見構成が可能であったのか。その事情

は詳らかでないが,
(21)

これを可能にした要因として, 本判決までにほぼ全
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ての巡回区控訴裁で「聖職者例外」法理が認められていたという事情に

加え, 本判決における判断の「狭さ」
(22)
を指摘することができるように思

われる。本判決で連邦最高裁は「聖職者例外」法理を認め, 本件の事実

関係に同法理を適用し事案の解決を図る一方, 後に検討するように, 同

法理の射程をめぐる種々の問題に関する判断を慎重に保留しており, 事

案の解決のために必要最低限のことしか判断していないとも評しうるか

らである。特にこうした姿勢は, 本判決法廷意見が「聖職者」の範囲を

確定するための具体的な基準を示すことを拒んだ点に象徴的に表れてい

ると言える。

こうした特徴を捉えて, ある論者は本判決を「司法ミニマリズム ( ju-

dicial minimalism) の賞賛に値する例」と評している。
(23)

その有力な提唱

者によれば, この手法は, 目の前の事案を解決する際に「結論を正当化

するために必要以上のことを言わず, できる限り多くの事柄を未決定に

しておく」ものである。
(24)

そしてこの提唱者は,「裁判官の間での合意が

広いものになるほど, その合意はありうるなかで最も狭い根拠に基づく

判断となる傾向にある」とのロバーツ首席裁判官の発言を, 連邦最高裁

における全員一致の原則の利点を示し, 司法ミニマリズムの立場を表し

たものと評している。
(25)

本判決法廷意見に対しても,「ロバーツ首席裁判

官は聖職者の立場にある被用者を同定するための単一のテストまたはルー

ルを示さなかったが, これはこうしたテストまたはルールを示すことを

拒むことではじめて全員一致を確保することが可能であったからなのか

もしれない」
(26)
との見方が示されており, 本判決に付された 2つの個別意

見が共に「聖職者」の範囲を確定する手法に関わるもので, 且つ, 各々

異なる手法を提唱するものであったことも, かかる推論を裏付ける傍証

と言いうるであろう。

このように全員一致という意見構成で「聖職者例外」法理が認められ

たことは, 同法理の存在そのものを強固にするという効果を期待しうる

反面, 一定のコストを伴うものであったと言える。不明確さというコス
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トである。本判決を司法ミニマリズムと評した先の論者も, それに続け

て「しかしそれは不確かさをもたらすものであった」
(27)
との評価を加えて

おり, 他にも同様の指摘は多くなされている。
(28)
そこで次に, この点も含

めて, 本判決が認めた「聖職者例外」法理の射程について検討すること

にしたい。

（２）｢聖職者例外」法理の射程について

本判決の最大の意義は, これまで巡回区控訴裁を中心に展開されてき

た「聖職者例外」法理を連邦最高裁として初めて認めたところにある。

もっとも, 前々章で見たように, 同法理の射程をめぐっては, 巡回区控

訴裁の間で見解の分かれる問題もあった。そこで, 本判決が同法理の射

程についていかなる判断を示したのかを確認したい。

まず, 巡回区控訴裁レヴェルでは,「聖職者例外」法理が適用される

ためには雇用差別を訴える被用者が「聖職者」に該当しなければならな

いとされる一方, 同法理の適用対象となる「聖職者」は特定の称号や叙

任を受けた立場に限られるものではないとの判断が示されてきた。この

点, 本判決は, 巡回区控訴裁が「聖職者例外は宗教団体の指導者に限定

されるものではない」と結論してきたことに「同意する」
(29)
との判断を示

した上で, 宗教学校の教員による雇用差別の訴えに対し同法理を適用し

ているため, 同法理の適用対象となる「聖職者」が司祭や牧師などの典

型的な宗教指導者に限定されないとする巡回区控訴裁で示されてきた判

断を踏襲したと言える。

次に, これまで多くの巡回区控訴裁において, 同法理の適用にあたっ

ては雇用差別と争われている行為が行われた際の動機や理由を審理する

ことはできないとの判断が示されてきた。この点, 本件では, 教会側が

本件教員の解雇は宗教上の理由に基づくものであると主張したのに対し,

EEOCおよび教員側がかかる主張は口実に過ぎないとの反論を展開した

が, 控訴審である第 6巡回区控訴裁は, 他の多くの巡回区控訴裁の判断
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と異なり, 解雇理由が口実か否かの審理は行いうるとの判断を示した。

そこで, 連邦最高裁における口頭弁論でもこの問題が 1つの焦点となっ

たが,
(30)

結果的に, 本判決法廷意見は, EEOCおよび教員側の反論に対し,

「この指摘は, 聖職者例外の要点を見誤っている」
(31)
と述べ, 解雇理由の

審理はできないとの判断を示した。同様に, 本判決で付された 2つの同

意意見のうち, アリート裁判官同意意見も, 解雇理由が口実か否かの審

理はできないとの見解を示している。

また, 巡回区控訴裁の間では, 同法理の訴訟法上の位置付けをめぐっ

て見解が分かれていた。つまり, 同法理は, 本案についての抗弁に関わ

るものなのか, それとも裁判所の管轄権に関わるものなのかという問題

である。この点, 本判決は, 本文ではなく脚注の中で, この問題をめぐっ

て巡回区控訴裁の間で意見が対立していることに触れた上で,「当法廷

は, 聖職者例外は, 管轄権に関する障害 ( jurisdictional bar) ではなく,

さもなければ審理しうる主張に対する積極的抗弁 (affirmative defense)

として機能するものであると結論する」
(32)
との判断を示し, この問題に一

応の決着をつけたと言える。もっとも, この問題を「聖職者例外」法理

の本質に関わる重要な論点と捉える論者が少なくないことに加え, そう

した論者の間では裁判所の管轄権を制限するものとしてこの法理を捉え

る見解が有力であることから, この問題に対する本判決の扱いと結論に

は批判も少なくない。
(33)
中には, 問題の脚注の番号が 4であることから,

かの有名な脚注 4
(34)
をも引き合いに出しつつ, 本判決の「新たな脚注 4」

における結論を「教会と国家の関係に関する根源的に新たな構想に依拠

する大胆な主張」と評し, その「革命」的な性格に注意を促す者もいる

ほどである。
(35)

このように本判決は,「聖職者例外」法理の射程をめぐる諸問題のう

ち, 一定の問題については連邦最高裁としての見解を明らかにしたと言

える。しかし本判決は,「聖職者例外」法理の射程に関するあらゆる問

題を解決したわけではない。むしろ, 同法理の射程に関する多くの問題
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に対する判断を慎重に保留した点が本判決の特徴だと言える。

何よりもまず, 本判決では, 法理の適用対象となる「聖職者」の範囲

を確定するための具体的な基準が示されなかった。つまり, 本判決法廷

意見は,「聖職者例外」法理の適用対象が宗教団体の指導者に限られる

ものでないとする巡回区控訴裁の判断に同意する一方,「いかなる場合

に被用者が聖職者に該当するのかを決めるための厳格な定式を採用する

ことはためらわれる」
(36)

と述べることで,「聖職者」の範囲を確定するた

めの基準を示すことを拒んだ。その代わりに本判決は,「彼女の雇用に

関する全ての事情」
(37)
に照らして本件教員を法理の適用を受ける「聖職者」

に該当すると判断したが, こうした諸般の事情を考慮する手法に対して

は, 一貫した結論が出せないという問題とともに, 裁判所を宗教的な問

題に深入りさせてしまうという国教樹立禁止条項に関わる問題も指摘さ

れている。
(38)
この点, 法廷意見における欠如を埋めるかのように, 2 つの

同意意見がいずれも「聖職者」の確定方法の問題に取り組んではいるが,

一方は宗教団体の理解を重視するアプローチ（トーマス裁判官同意意見),

他方は被用者の役割を重視するアプローチ（アリート裁判官同意意見）

と各々異なるアプローチを提唱するものであり, いずれにしてもこの問

題に関する将来の指針が連邦最高裁によって示されたとは言い難い。

次に, 本判決では,「聖職者例外」法理の適用場面が「教会」以外の

雇用関係にまで及ぶか否かも明らかにされていない。これまで巡回区控

訴裁では, 同法理の適用場面が「教会」での雇用関係に限定されるもの

でないことが認められてきた。これに対し, 本判決では, 本件教員が勤

務していた学校の運営主体が教会だったこともあってか,
(39)
同法理が「教

会」以外の雇用関係にも適用されうるかという問題が自覚的には論じら

れていない。
(40)
本判決の法廷意見が ｢church｣ という語と ｢religious organi-

zation｣, ｢religious group｣, ｢religious institution｣ 等の語を互換的に用い

ていることを理由に,「Hosanna-Tabor 判決は〔法理の適用対象を〕教

会に限定していないと結論しても安全であろう」との見方を示す論者も
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いるが,
(41)

仮にそうだとしても, いかなる団体が法理の適用対象となる

「宗教団体」といえるのかに関する説明が欠如していることには変わり

がない。
(42)

さらに, 本判決では,「聖職者例外」法理が具体的にどのような雇用

関係をめぐる争いにまで適用されるのかという問題も未解決のまま残さ

れたと言える。これまで巡回区控訴裁では, 法理の形成の端緒となった

公民権法第７編の定める雇用差別の訴えに限らず, 様々な形態の雇用差

別の訴えに対し同法理の適用がなされてきた。本判決も, 同法理の存在

を認める際にこうした巡回区控訴裁の動向に言及しており, 現に本判決

では ADAが禁止する障害を理由とする雇用差別の訴えに対し法理の適

用がなされているため, 連邦最高裁が少なくとも公民権法第７編が定め

る以外の雇用差別の訴えにも同法理が及びうることを認めていることは

確かだと言える。しかし, それ以上にこの法理がいかなる雇用関係をめ

ぐる主張にまで適用されうるのかについては, 本判決は,「聖職者例外

が, 被用者が宗教上の雇用者による契約違反や不法行為を争う訴訟を含

む, 他の類型の訴訟を禁ずるか否かについて当法廷はいかなる見解も示

さない」
(43)
と述べることで, 判断を保留したと言える。

このように本判決は,「聖職者例外」法理の射程に関する様々な問題

を未解決のままに残した。こうした慎重さが本判決で全員一致の意見構

成を可能にした 1つの要因であったと考えられるが, しかし, 先述のと

おり, 特に「聖職者」の範囲を確定するための手法に関しては, 巡回区

控訴裁の間で意見の相違があり, 裁量上訴趣意書が強調していたのもか

かる現状であったことからすれば, この問題の解明こそが本判決に求め

られていた事柄であったとも言えよう。
(44)
にもかかわらず, 本判決がこの

問題を中心とする法理の射程に関する問題を先送りにしたことに対して

は, 批判的な評価も当然に示されている。
(45)
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（３）｢聖職者例外」法理の根拠について

以上のように法理の射程に関する種々の問題を棚上げにしつつも, 本

判決は, 第 1修正の宗教条項を根拠に, 連邦最高裁として初めて「聖職

者例外」法理を認める判断を示した。そこで次に, 本判決における同条

項の解釈・援用の仕方について検討することにしたい。

本判決における宗教条項の解釈・援用に関してまず注目に値するのは,

「聖職者例外」法理を認める際に自由行使条項と国教樹立禁止条項の双

方を根拠として用いている点であろう。従来, 両条項の関係をめぐって

は, 協調関係よりも対立・緊張関係の方がクローズアップされる傾向に

あったと言えるからである。
(46)
本判決法廷意見が, 宗教条項の分析を行う

に先立ち, 先例が両条項の対立の可能性を認めてきたことに触れつつ,

「本件はそういう状況ではない」
(47)
とわざわざ述べているのも, こうした

状況認識に基づいてのものだと解することもできる。

この点, 自由行使条項と国教樹立禁止条項が共通の理念・目的に基づ

くものであることを重視する立場からすれば, 本判決において自由行使

条項と国教樹立禁止条項の双方が援用されたことに対しては, 肯定的な

評価が下されることになろう。
(48)

しかし, 両条項の法的性格の違いを重視

する立場からすれば,「聖職者例外」法理の根拠として自由行使条項と

国教樹立禁止条項の双方が用いられたことは, 同法理の性格を曖昧にす

るものとして, 否定的な評価が下される要因となりうる。例えば, 自由

行使条項が「権利」に関わる条項であるのに対し, 国教樹立禁止条項は

「構造」に関わる条項であるとの理解を前提に, 本判決が「聖職者例外」

法理を認める際に両条項を援用したことについて,「ステロイドで強化

された憲法上の権利 (a constitutional right on steroids)」を生み出した

と指摘する議論は
(49)
, こうした評価の一例と言えよう。そしてこの問題は,

後に論ずるように, 本判決が認めた「聖職者例外」法理の「奇妙な特徴

(curious features)
(50)
」とも評される性格をめぐる問題に通ずる論点である

とも言える。
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次に, 個々の条項の解釈・援用の仕方の特徴について見ていくことに

したい。国教樹立禁止条項の解釈・援用に関しては, さしあたり以下の

点を指摘しうるように思われる。

まず, 国教樹立禁止条項に関する審査基準の扱いである。先述のよう

に, 巡回区控訴裁の判決の中には, レモン・テストを明示的に用いた上

で,「過度の関わり合い」要件に依拠して「聖職者例外」法理を認める

ものがあった。これに対し, 本判決では, レモン・テストを含めて国教

樹立禁止条項に関する審査基準に対する言及が一切なされていない。
(51)
レ

モン・テストに対しては連邦最高裁裁判官の間でも根強い批判が
(52)

あり,

同条項に関する審査基準のあり方をめぐって激しい議論がなされてきた

ことを
(53)
考えると, 審査基準に対する言及を避けることが裁判官の間での

意見の分裂を抑えるために必要なことであった可能性も考えられる。

次に, 従来の先例との文脈の違いである。本判決は, 宗教団体に対す

る雇用差別禁止法の適用を排するための根拠として, 国教樹立禁止条項

を援用している。これに対し, これまで国教樹立禁止条項違反が問われ

てきたのは, 主に, 宗教に対する政府の援助,
(54)
公立学校における宗教活

動,
(55)
その他の政府による宗教活動な

(56)
どに関わる事案だったのであり, 宗

教団体に対する法規制の適用に関わる事案は, むしろ「国教樹立禁止条

項ではなく自由行使条項の下で主に判決がなされてきた」
(57)
と言える。そ

のため, 本判決に対しては,「連邦最高裁が宗教団体や宗教上の活動を

規制の適用から保護するために国教樹立禁止条項を用いた初めてのケー

ス」との評価もなされている。
(58)

他方, 自由行使条項の解釈・援用に関しては, 何よりも Smith 判決

との整合性に関する判断が注目に値するが, この問題については項を改

めて検討することとし, ここでは, 教会財産紛争に関する先例の位置付

けと,「聖職者例外」法理と結社の自由との関係について触れることに

したい。

まず, 教会財産紛争に関する先例の位置付けである。本判決は, 教会
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財産紛争に関する先例を概観する際に, これら先例を本件に関わる問題

を「間接的に扱った」
(59)
事案と位置付けている。先に見たように, 従来の

議論ではこれら先例が「聖職者例外」法理の有力な根拠とされ, 特に

Smith 判決後の巡回区控訴裁では, 同法理を, Sherbert 判決や Yoder

判決などの「一般的に適用される中立な法」の適用に関わる先例ではな

く, 教会財産紛争に関する先例の系譜に直接に位置づけることで, 同法

理と Smith 判決との整合性を図る議論が示されてきた。しかし同時に,

こうした議論に対しては, 同法理の批判者を中心に, 教会財産紛争に関

する先例は「一般的に適用される中立な法に関わるものではない」
(60)
とし

て, 両者の文脈の違いが指摘されてもきた。こうした議論状況に鑑みた

場合, 本判決法廷意見が, 教会財産紛争に関する先例を「間接的」な事

案と位置づけたことは, 本件で問題となった ADAが Smith 判決で問題

となった州法と同じく「一般的な適用可能性を有する有効で中立的な

法」
(61)
であることを率直に認めている点も併せて考えると, こうした文脈

の相違に一定の配慮を示したものと見ることもできるように思われる。

むしろ, 本判決による教会財産紛争に関する先例の扱いをめぐって１

つの論点として浮上しうるのが, 1979年の Jones 判決の扱いである。

Jones 判決は教会財産紛争に関する連邦最高裁の先例として直近のもの

であるが, にもかかわらず本判決はこの判決に言及すらしていない。し

かも Jones 判決は, 先述のように, 宗教に中立な法原理を適用して教会

財産紛争の解決を図るアプローチを採用したことから, 従来の先例との

整合性が問われてきた判決でもある。そのため,「聖職者例外」法理の

批判者からは, 教会財産紛争に関する先例に依拠して同法理を正当化し

ようとする議論に対する反論として, Jones 判決の存在が指摘されてき

たのであり,
(62)

にもかかわらず（あるいはだからこそ）本判決が Jones 判

決に言及すらしなかったことに対しては, 当然に批判が加えられること

になる。
(63)

本判決における Jones 判決に対する沈黙が何を意味するのかは,

教会財産紛争に関する先例と「聖職者例外」法理との関係性のみならず,
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教会財産紛争に関する先例それ自体の理解の仕方にも影響を及ぼしうる

論点となる可能性を秘めている。
(64)

次に,「聖職者例外」法理と結社の自由との関係である。本件で

EEOCおよび教員側は,「聖職者例外」法理の存在を否定する主張の一

環として, 雇用差別禁止法の適用に対し宗教団体が結社の自由の保障を

援用しうることを指摘した。
(65)

これに対し, 本判決は,「宗教団体の権利

に特別な配慮を示している第 1修正のテクストそのものと両立しない」
(66)

と論じ, いわばテクスト主義的な理由でこの主張を退けたが, こうした

判断の背景には,「聖職者例外」法理が結社の自由の保障からだけでは

導出しえないという実体的な理由付けが控えていたものと考えられる。

この点で, いわゆる「表現的結社の自由 (freedom of expressive asso-

ciation)」との比較が有用である。別稿で見たように,
(67)
「表現的結社の自

由」の主張を緩やかに認めた上で私的団体に対する差別禁止法の適用を

第 1修正違反と判断した事案として, 2000年の Boy Scouts of America v.

Dale
(68)
があるが, この Dale 判決が認めた「表現的結社の自由」の保障と

本判決が認めた「聖職者例外」法理は, 少なくとも次の 2点で性格が異

なるものであると言える。
(69)

第 1 に, Dale 判決が認めた「表現的結社の自由」の保障のもとでは,

ある団体が差別禁止法の適用を免れうるのは, 差別禁止法の適用によっ

て当該団体の「表現」や「見解」が損なわれる場合に限られるため,
(70)
差

別が教義に基づく宗教団体は差別禁止法の適用を免れうるが, こうした

教義を持たない宗教団体は適用を免れえないことになる。しかし, 本判

決が認めた「聖職者例外」法理のもとでは, 先述のように, 雇用差別が

宗教団体の教義に基づくか否かが問われないため, 雇用差別が教義に基

づく宗教団体だけでなく, こうした教義を持たない宗教団体も雇用差別

禁止法の適用から保護されうることになる。

第 2に, Dale 判決が認めた「表現的結社の自由」の保障のもとでは,

ある団体に対する差別禁止法の適用は, それが当該団体の「表現的結社
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の自由」を制約するものであったとしても,「やむにやまれぬ政府利益」

によって正当化されるのであれば, 憲法上許容されうることになる。し
(71)

かし, 本判決が認めた「聖職者例外」法理のもとでは,「聖職者」の雇

用関係に対する雇用差別禁止法の適用が憲法上許容されるか否かの審査

に際して, それを正当化する「やむにやまれぬ政府利益」の存在を問う

枠組みは採用されていない。法廷意見の言葉によれば,「第 1 修正はす

でに私たちのために比較衡量を済ませている」
(72)
ということになる。

このように本判決が認めた「聖職者例外」法理のもとでは, ひとたび

雇用差別を訴える被用者が「聖職者」に該当するとの判断がなされると,

問題となる雇用差別が行われた際の理由が問われることもなければ, 雇

用差別禁止法の適用が「やむにやまれぬ政府利益」によって正当化され

るかも問われることなく, 宗教団体は雇用差別禁止法の適用を免れうる

ことになる。そのため, 本判決が認めた「聖職者例外」法理に関しては,

その「絶対的な」性格が指摘されている。
(73)

問題は, ここまで強力な性格の法理がいかにして認められうるのかで

ある。この点, 1 つのありうる説明の仕方として, 先述のとおり, 本判

決が「聖職者例外」法理の根拠として自由行使条項だけでなく国教樹立

禁止条項をも援用している点を指摘しうるかもしれない。例えば,

「Hosanna-Tabor 判決は, ―比較衡量に服する―通常の憲法上の権利に

関わる事案ではなく, 政府の権限の範囲に対する構造的な限界に関わる

事案である。Hosanna-Tabor 判決は政府の規制権限に対する制限に関わ

る事案であるということが, このケースで部分的に国教樹立禁止条項が

根拠として用いられた理由を説明してくれる」との指摘が典型的なもの

と言える。
(74)
しかし, こうした指摘に対しては, そもそも憲法上の権利は

常に比較衡量に服し, 政府権限の構造的な限界に関わらないと想定しな

ければならないのかとの疑問を投げかけてみることもできよう。
(75)

そして,

かかる観点からはもう 1つ別の説明の仕方を展望しうるように思われる

が, この点については後に改めて触れることにしたい。
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なお, 本判決は, 宗教条項を根拠に「聖職者例外」法理を認めるにあ

たり, 聖職者叙任権に関する歴史をマグナ・カルタの時代にまで遡って

分析している。このように同法理を正当化する際に歴史に依拠する手法

は, 同法理を支持する論者の間では定番の手法であると言えるが,
(76)
しか

しこうした手法に対しては, 原意主義批判に見られるように, 歴史解釈

の恣意性や過去と現在との状況の違いなどの難点が指摘されてもいる。
(77)

（４）Smith 判決との整合性について

本判決は,「聖職者例外」法理を認める際に, 自由行使条項と国教樹

立禁止条項の双方を根拠にした。しかし, 自由行使条項を根拠の 1つと

して用いる以上, 自由行使条項に関して現在まで通用している解釈を示

した先例との関係で難問を抱えることになる。1990年の Smith 判決と

の整合性の問題である。先述のように,「聖職者例外」法理の批判者は,

繰り返しこの問題を指摘してきたし, 本件でも EEOC および教員側は,

同法理を認めるべきでないとする主張の一環として, Smith 判決との非

整合性を主張した。
(78)

これに対し, 本判決法廷意見は, 本件で問題となった ADAが Smith

判決で問題となった州法と同じく「一般的な適用可能性を有する有効で

中立的な法」であることを認めつつも, Smith 判決を覆すのではなく,

Smith 判決と本件とを区別することで, 問題解決を図った。その際に本

判決が両者を区別するために用いたのが,「単なる外的な身体的行為」

と「教会の信仰や使命そのものに影響する内的な教会決定」の区分であ

る。
(79)

問題は, 本判決が示したこの区分（以下「本判決区分」という｡）

が両者を適切に区別しえているのか, またその射程が具体的にどこまで

及びうるのかであろう。
(80)

この点, 例えば, ある論者は, この区分について,「身体的な」行為

と「非身体的な」信仰の区別ではなく,「外的な」行為と「内的な」教

会決定の区別に関わるものであり,「重要な点は, 教会の内部統治は憲
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法上保護され, Smith 判決の範囲外であるということである」との解釈

を示す。その上で, もともと「聖職者例外」法理は,「一般的に適用さ

れる中立な法」の適用に関わる Sherbert 判決や Yoder 判決ではなく,

教会の内部統治の保護に関わる Watson 判決等の教会財産紛争に関する

先例に依拠するものであり, さらに宗教を動機とする行為の規制と教会

の内部統治の問題とを区分する発想はジョン・ロックの寛容論の中にも

見出せることをも指摘し, 本判決区分に一定の評価を示している。
(81)
また

別の論者も, この区分は「不完全なもの」ではあるが,「誰が共同体の

構成員であり, 構成員でないのかに関する教会の決定と, 構成員の地位

に関係なく有害であると考えられる他者への具体的な害を引き起こす行

為との間には違いがあるという考えには少なくとも合致する」と述べ,

本判決区分に一定の理解を示している。
(82)

しかし本判決区分に対しては, すでに多くの批判や疑問が投げかけら

れている。
(83)
例えば, 本判決で様々な宗教団体のために教会側を支持する

amicus brief
(84)
を提出し, したがって本判決の結論を支持する論者も, 本

判決区分に対しては「多くの問題を生み出す」とし, 次のような疑問を

投げかけている｡「『外的な身体的行為』とは何か｡『内的』な行為もあ

るのか｡『身体的』でない行為はあるのか｡『行為』という言葉の範囲は

どの程度なのか。宗教団体とは異なり, 個人の宗教に動機を有する行為

のうち, 外的もしくは身体的ではないという理由で保護を受けるものは

あるのか。……『教会の信仰や使命そのものに影響する内的な教会決定』

とは何か｡『内的』という言葉は, その行為が教会, その構成員, その

被用者, 教会と自発的に関わる他者にのみ影響を及ぼすということを意

味するものと推定される。……しかし,『教会の信仰や使命そのものに

影響する』という修飾語は何を意味するのか｡『教会の信仰や使命その

もの』に影響しない内的な教会決定はあるのか。あるとすれば, 誰がそ

れを決めるのか｣。
(85)

また, より具体的に, 本判決区分では本件と Smith 判決を区別しえ
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ないとの指摘もなされている。例えば, 本判決区分は, 本判決で問題と

なった聖職者の選任と Smith 判決で問題となったペヨーテの吸引を区

別する際に, 前者と対比して後者を「身体的行為」と評しているが, か

かる位置付けに対しては「被用者を解雇することも根本的には身体的行

為である」との指摘がなされている。
(86)
そこで, 先の論者のように, 本判

決区分にとって重要なのは「内的」と「外的」の区別であるとの見方も

なされているが, この区別に対しても様々な難点が指摘されている。例

えば, 被用者を解雇する行為は,「一方の当事者が他方の当事者に対し

行うもの」である以上, 自らペヨーテを吸引する行為よりも「外的」な

ものと評しうるのではないかとの指摘もその 1つである。
(87)
しかし, この

区別に対しより多くなされている指摘は, むしろ Smith 判決で問題と

なったペヨーテの吸引も「内的」なものとみなす余地があるのではない

かとの指摘である。つまり, Smith 判決の当事者がなぜペヨーテを吸引

したのかと言えば, それはこの当事者がネイティブ・アメリカン教会の

信者であり, ペヨーテの吸引が同教会の信仰にとって不可欠の儀式であっ

たからに他ならない。そうである以上, Smith判決で問題となったペヨー

テの吸引も「教会の信仰に直接に関わる内的な問題」と言えるのではな

いかというわけである。
(88)

さらに, 本判決の事実関係を念頭に置きつつ,

「障害者差別を教義としない教会による障害を持つ被用者の解雇には,

いかなる『教会の信仰や使命そのものに影響する内的な教会決定』が伴っ

ていると言えるのか」との指摘もなされている。
(89)

このように本判決区分に対しては, 様々な疑問や問題点が指摘されて

いる。
(90)

そのため,「連邦最高裁による Smith 判決と Hosanna-Tabor 判決

の区別は新たな事案が生じれば確実に争われることになるであろう」
(91)
と

の指摘があるように, 本判決区分の射程が具体的にどこまで及びうるの

かは将来の事案に委ねられた課題であるとも言えよう。そこで本稿では,

本判決区分の具体的な射程を探ることを試みる代わりに, この区分をこ

れまでの連邦最高裁による自由行使条項解釈のより広い文脈に位置づけ

神戸学院法学 第43巻第３号

176



(845)

ることによって, その含意ないし可能性を探ることにしたい。

前章で見たように, 本判決は, 本判決区分を示すにあたり, Smith 判

決のある箇所を参照していた。それは, Smith 判決が「身体的行為」に

対する政府の規制と「宗教上の権威や教義をめぐる紛争において政府が

一方当事者にその力を貸すこと」を区別した箇所（877ページ）であ

る。
(92)
そこで, 当該箇所がいかなる文脈で述べられたものであるかを確認

するために, ここで改めて Smith 判決による自由行使条項の解釈を振

り返ることにしたい。

先述のとおり, Smith 判決は, 従来の自由行使条項の解釈を変更し,

自由行使条項は「一般的に適用される中立な法」からの適用免除を認め

るものでないとの判断を示したことで知られるが, かかる判断を示すに

先立ち, 同判決スカリア裁判官法廷意見は, 自由行使条項によって禁じ

られる事柄から説き起こしていた。すなわち, スカリア裁判官法廷意見

は,「連邦議会は……宗教の自由な行使を禁止する法律……を制定して
・・・・・・・・・・・・・

はならない」と定める自由行使条項の解釈として,「宗教の自由な行使

とは, まず何よりも, いかなるものであれその者が望む宗教上の教義を

信仰し, 告白する自由を意味する。したがって第 1 修正は, 明らかに

『宗教上の信仰そのものに対する政府の規制』の全てを排除している」
・・

との解釈を示す。
(93)
その上で, 先例を参考にかかる規制の具体例を挙げて

いくのであるが, その 1つとして教会財産紛争に関する先例を参考に挙

げているのが「宗教上の権威や教義をめぐる紛争において政府が一方当

事者にその力を貸す」ことである。次いで, 同法廷意見は,「しかし

『宗教の行使』は, 信仰や告白だけでなく, 身体的行為を行う（もしく

は回避する）ことに関わる場合もある」と述べ,「もし州がそのような

行為もしくはその回避を, 宗教的理由で行う場合にのみ, もしくはそう

した行為に示されている宗教上の信仰のみを理由に禁止しようとするな

らば, 確かに州は『宗教の自由な行使を禁止する』ことになるであろう

と当法廷は考える」との解釈を示す。
(94)
ここまでが本判決法廷意見が参照
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した Smith 判決の箇所（877ページ）である。その上で, スカリア裁判

官法廷意見は, ところが被上訴人は「宗教の自由な行使」という言葉の

意味をさらに拡張することを求め,「『宗教の自由な行使を禁止する』と

いう言葉には, 自らの宗教上の信仰が禁じ（もしくは命じ）る行為を命

じ（もしくは禁じ）る一般的に適用される法を遵守することを個人に求

めることも含まれる」と主張するが, こうした主張は採用できないとし,

「宗教の行使の禁止……が一般的に適用される有効な規定の付随的効果

に過ぎないのであれば, 第 1修正の侵害にはならない」とする先述の解

釈を打ち立てたのである。
(95)

以上が本判決が参照した Smith 判決の箇所であるが, この箇所は,

要するに, 自由行使条項の保障内容に関して「信仰 (belief)」と「行為

(action)」を区分する思考を示したものと言える。より具体的に言えば,

本判決は, この箇所の中でも,「身体的行為」に対する政府の規制と

「宗教上の権威や教義をめぐる紛争において政府が一方当事者にその力

を貸すこと」とを区別した箇所を参照したわけであるが, このうち後者

の類型は「信仰」に対する規制の具体例の 1つとして示されていたもの

であった。本判決は, この区別を参照した上で,「単なる外的な身体的

行為」と「教会の信仰や使命そのものに影響する内的な教会決定」の区

分を示したのであるが, このうちいずれの類型が「宗教上の権威や教義

をめぐる紛争において政府が一方当事者にその力を貸すこと」に類する

ものと位置づけられることになるかは, 明らかであろう。そうすると,

本判決区分が示した「教会の信仰や使命そのものに影響する内的な教会

決定」という類型は,「信仰」と「行為」を区分する思考の枠組みの中

では,「行為」の側ではなく「信仰」の側に位置づけられることになり,

したがって本判決で問題となった聖職者の選任に関わる事項は,「信仰」

の領域に関わる問題だとの理解も成り立ちうることになるように思われ

る。

むろん, この「信仰」と「行為」を区分する思考それ自体が, 明確な
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ものとは言い難いし, 様々な難点を内包しうるものではある。そしてま

た, Smith 判決のこの箇所は, 事案の解決に必ずしも不可欠とは言えな

いものである以上,「傍論」と位置づけられるべき箇所ではある。
(96)

しか

し同時に, この箇所で示された「信仰」と「行為」を区分する思考は,

連邦最高裁における自由行使条項の解釈を歴史的に通底する思考であり

続けたとも言える。

そもそもこの区分は, 連邦最高裁が自由行使条項を解釈した最初期の

判決である1878年の Reynolds v. United States
(97)
で既に示されていたと言

える。宗教上の教義に基づき一夫多妻制を実践したモルモン教徒に対し

一夫多妻制を禁止する連邦法を適用して処罰することの合憲性が争われ

たこの事件で, ウェイト首席裁判官法廷意見は, 同法の適用を合憲と判

断するにあたり,「政府の立法権は行為にのみ及び, 意見には及ばない」

とするトマス・ジェファソンの言葉を引用した上で, 自由行使条項が保

障する信教の自由の範囲について次のような解釈を示した。すなわち,

「連邦議会は, 単なる意見に対してはいかなる立法権も及ぼすことがで

きないが, 社会的義務に反する行為や良き秩序を破壊する行為に対して

は自由に立法権を及ぼすことができる｣。
(98)

その上で, 同法廷意見は, こ

れまで合衆国では一夫多妻制が社会に対する罪でないと考えられていた

時代がないことから, 当該連邦法は連邦議会の立法権の範囲内のもので

あり, さらに信仰に基づき一夫多妻制を実践する者を当該連邦法の適用

から免除することは「全ての市民が自ら法になること」を許すことにな

るので認められないとの判断を示した。
(99)

このように自由行使条項の保障内容を 2つの領域に区分する思考は,

第14修正のデュー・プロセス条項を通じて第 1修正の自由行使条項を州

に適用した初めての事案である1940年の Cantwell v. Connecticut
(100)
におい

て, より明確な形で定式化されることになる。州当局の許可を得ること

なく宗教上の目的等のために寄付等を求める活動を行うことを禁じる州

法をエホバの証人の信者に対し適用することの合憲性が問われたこの事
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件で, ロバーツ裁判官法廷意見は, 当該州法の適用を違憲と判断するに

あたり, Reynolds 判決をも参照しつつ, 自由行使条項に関して次のよ

うな解釈を示した。すなわち,「第 1 修正は 2 つの概念を包含している。

信仰する自由と行為する自由である。前者は絶対的なものであるが, 後

者は事の本質上絶対的なものではありえない。行為は社会を保護するた

めの規制に服するままである｣。
(101)

その上で, 同法廷意見は, 規制は保護

される自由を過度に侵害するものであってはならないが, 当該州法は許

可・不許可の決定の際に活動目的が宗教的なものか否かを判断する権限

を当局者に与えており, こうした「宗教の検閲」は第 1修正で保障され

る自由の否認に当たると判断した。
(102)

そして自由行使条項の保障内容について「信仰」と「行為」を区分す

る思考は, 自由行使条項解釈の 1 つの転換点となった先述の1963年の

Sherbert 判決でも前提にされていたと言える。この判決でブレナン裁

判官法廷意見は,「一般的に適用される中立な法」の適用であっても自

由行使条項違反となり得るとの判断を示したが, かかる判断を示すに先

立ち, Reynolds 判決や Cantwell 判決などの先例に依拠しつつ, 次のよ

うな自由行使条項解釈を示していた。すなわち,「自由行使条項は, 宗

教上の信仰そのものに対する政府の規制についてはいかなるものにもそ
・・

の道を固く閉ざしている……。他方で, 当法廷は, 宗教上の信仰や原理

によって促された一定の外的行為に対する政府の規制については, 自由

行使条項に基づく異議申立てを退けてきた。というのも,『行為は, た

とえある人の宗教上の信念に合致するものであったとしても, 法律によ

る規制から完全に自由ではない』からである。……こうした規制を受け

た行動または行為は, 常に, 公共の安全, 平穏または秩序に対し何らか

の重大な脅威を示すものであった｣
(103)
。その上で, 同法廷意見は, 本件上

告人による土曜日就業の拒否を「州の立法の到達範囲に含まれる種類の

宗教上の原理によって促された行為を構成するものでない」とし, した

がって本件決定が合憲とされるためには, 本件申請者を受益者として欠
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格とすることが宗教の自由な行使の権利を侵害するものでないか, 宗教

の自由な行使に対する「付随的負担」が「やむにやまれぬ州の利益」に

よって正当化されるかのいずれかでなければならないとする先に概観し

た判断枠組みを示したのである。
(104)

このように自由行使条項の保障内容について「信仰」と「行為」を区

別する思考は, 同条項を解釈した最初期の判決を皮切りに, 同条項の州

への適用を認めた判決を経て,「一般的に適用される中立な法」の適用

に関わる法理の確立と放棄という転換にもかかわらず, 連邦最高裁にお

ける同条項解釈のひとまずの前提にされてきた思考であったと言える。
(105)

そして, 本判決における Smith 判決の参照について先の理解が成り立

ちうるのだとすれば, 本判決区分は, Smith 判決の参照を経由して, こ

の歴史的に形成されてきた思考へと接続しうる可能性を秘めていること

になる。

以上は本判決における Smith 判決の参照の仕方に依拠した議論であ

るが, この点, かねてから聖職者の選任に関わる問題が上記の思考に接

続しうる可能性は示唆されていた。例えば, ある論者は, 先に見た

Smith 判決における「信仰」と「行為」を区分する議論から, Smith 判

決の「驚くべき教訓」として, 同判決は宗教団体の「広い自律権」を支

持するとの理解が導き出されうるとの指摘を行っていた。すなわち, こ

の論者によれば,「宗教団体は, Smith 判決が想定し, コミットすると

ころの信仰の自由を形成し, 促進する際に不可欠の役割を果たす」ので

あり, そうである以上,「Smith 判決が想定する信仰の自由は, 宗教団

体に対する保護を要求することになる｣
(106)
。むろん, ここからどの程度の

自律権の保障が宗教団体に認められるべきかは「難しい問題」ではある

が,
(107)

少なくとも様々な内部事項の中でも聖職者の選任に関わる事項は

「信仰」の形成に直結する問題であるとは言えよう。

このように, 仮に聖職者の選任に関わる事項が「信仰」の領域に位置

づけられうるのだとすれば, 先の「聖職者例外」法理の「絶対的」な性
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格をめぐる問題についても, また別の説明の仕方を提供しうることにな

るように思われる。これまでの連邦最高裁による自由行使条項解釈の歴

史においては,「行為」の領域にどの程度の保障が及ぶかはさておき,

少なくとも「信仰」の領域が「絶対的」に保障されるとの判断は一貫し

て示されてきたと言えるからである。
(108)
そして, 前記のように「行為」と

みなす余地があるにもかかわらず, 聖職者の選任に関わる作用が「信仰」

の領域に位置づけられうるのだとすれば,
(109)
このことは「信仰」の領域が

絶対的に保障される理由や「信仰」の領域の保障範囲について再考する

契機ともなりうるであろうし, また一見すると同型の思考を受容してい

るように見える日本の憲法学に
(110)

も一定の示唆を与えうることにもなるよ

うに思われる。

むろん, 本判決が「信仰」と「行為」の区分を明示的に用いていない

以上, こうした見立ては慎重に行わなければならない。また,「信仰」

と「行為」を区分する思考に対しては, かねてより様々な疑問や批判が

示されてきたのであり,
(111)
この点からも慎重さが求められることになろう。

そして何より, こうした理解が成り立ちうるかを見定めるためには, そ

の不明確さがつとに指摘されてきた「
(112)
信仰｣・｢行為」両概念の内実およ

び両者の相関関係を明らかにする作業が不可欠と言える。そのためには,

連邦最高裁における「信仰」と「行為」を区分する思考の形成および展

開過程を歴史的に分析・検討することが求められるが, こうした作業を

本稿で行うことはもはやできない。今後の課題としたい。

むすびにかえて

以上, 本稿では, 2012年に下された Hosanna-Tabor 判決および同判

決で認められた「聖職者例外」法理について, 若干の考察を試みてきた。

本判決に対しては,「多くの者が信教の自由の大きな勝利と歓迎して

いる」
(113)
との指摘にあるように, 肯定的な評価を行う者が少なくない。例

えば, ある論者は, 本判決が認めた「聖職者例外」法理が「教会には基
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本的な宗教上の役割を果たす者を選任する自由が認められなければなら

ない」ことを確保するものであることから, 同法理は「アメリカの信教

の自由の構造の基本的な部分」を成し,「第 1 修正, 合衆国憲法, そし

てより一般的に西欧立憲主義が『自由な国家における自由な教会』を保

障しているとの基本的な考え」を承認したものであると評価する。
(114)
また,

別の論者も, 本判決が認めた「聖職者例外」法理は「第 1修正と憲法の

権力の構成によって課された政府の規制権限の射程の限界」を承認した

ものであり, そのポイントは「世俗の裁判所が答える権限を有しない問

題, 教会と国家の分離に対する憲法のコミットメントが法の強制力の対

象外とする不正行為, そして……政府が監督するものと想定されるべき

でない関係というものが存在する」という点にあると評価する。
(115)

本判決

に対する肯定的な評価は, 他にも多く示されている。
(116)

しかし, 本判決に対しては, 当然のことながら, 批判も加えられてい

る。例えば, ある論者は, 本判決は,「聖職者例外」法理を認める際に

「差別禁止法の目標をほとんど認めなかった」ことに加え, 訴訟を示唆

する者は聖職者にふさわしくないとする教会側の主張を認めたことで,

「宗教団体に『自ら法になる』ことを認めてしまった」と手厳しく批判

する。
(117)
また, 別の論者は, 本判決が認めた「聖職者例外」法理の「アイ

ロニー」として,「女性の聖職叙任を認めない宗派における女性被用者

が, 訴えを起こした瞬間に突如として聖職者とみなされてしまう」点を

指摘し, かかる状況が「聖職者例外が個人を犠牲にしてまで団体の権利

を不当な形で過剰に保護していることの明白な証し」であるとの批判を

展開している。
(118)

この最後の指摘に垣間見えるように, 何よりも本判決に向けられる最

大の批判は, 本判決は「個人の自由を見失った」
(119)
との批判であろう。つ

まり,「連邦最高裁は, 宗教上の被用者を犠牲にしてまで宗教団体の信

教の自由を保護するという誤りを犯した」との批判である。
(120)
しかも, こ

こで問われる「個人」の自由は, 雇用差別の被害を被った宗教団体の被
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用者たる「個人」の自由にとどまらない｡「Smith判決と Hosanna-Tabor

判決の組み合わせが, 宗教を信仰する個人は, たとえ聖餐式への参加を

禁止されることになったとしても, 一般的に適用される中立な法からの

保護を絶対的に受けない（Smith 判決のルール）のに対し, 宗教団体は,

たとえその行為に宗教上の根拠がないとしても, 絶対的に保護されうる

（Hosanna-Tabor 判決が認めた聖職者例外）ということを意味する」の

であれば,「どちらにしても, 宗教を信仰する個人は敗北することにな

る」からである。
(121)

確かに「本判決における判断は, Smith 判決を制限することによって,

自由行使条項のもとで受けうる保護の範囲を拡張した」
(122)
と言えるのかも

しれない。しかし, 本判決で Smith 判決との区別を図るために用いら

れた区分がどの程度の射程を有するものであるかは, 必ずしも明らかで

ない。そして仮にこの区分が, 結局のところ, かつてある巡回区控訴裁

が述べたように,「自由行使条項は, 内部をどのように統治し, 何を教

え, 誰にその聖職者の責任を委ねるのかを決定する教会の自由を保障す

るが, その行為が一般的に適用される中立な法によって禁じられている

場合, 教会が行うように命じることを実践する構成員の権利を保障する

ものではない」
(123)
ということしか意味しないのだとすれば,「個人の自由

・・

を見失った」との先の批判を本判決が免れるのは困難であるように思わ

れる。

ある論者は, 本判決が宗教条項の解釈の重点について「個人の信者か

ら宗教団体の自律へのシフト」を示すものであると見た上で, かかるシ

フトが「個人主義的なプロテスタントと制度主義的なカトリックの古典

的な区分」に符合しうるものであり,「カトリックが多数派を形成する

新たな連邦最高裁の最初の目に見える成果」である可能性を示唆してい

る。
(124)
しかし, 本判決で連邦最高裁が, そこまで重大な含意を持ちうる方

向転換を図る意図を有していたと言えるかは, 特にその判決が「司法ミ

ニマリズム」とも評される内容のものである以上, 疑わしいし, いずれ

神戸学院法学 第43巻第３号

184



(853)

にしても「団体の権利よりも個人の権利を長い間優先してきた」
(125)

とも描

写されるかの国の状況にあってかかる方向転換を行うにしては, 本判決

はあまりにも多くのことを語っていないようにも思われる。

結局, 本判決が真に「信教の自由の大きな勝利」と言いうるかは, 連

邦最高裁が「個人」の信教の自由に関わる事案でいかなる判断を示すか

にかかっているように思われる。はたして今後連邦最高裁が信教の自由

に関する事案としてどのような事案を取り上げ, いかなる判断を示すこ

とになるのか。引き続き今後の動向に注目することにしたい。

（完）
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圭吾・笹倉宏紀・芹澤英明・東川浩二・藤井樹也・会沢恒「座談会：合衆
国最高裁判所2011�2012年開廷期重要判例概観」[2012�2］アメリカ法225
頁, 宮下紘「アメリカ最高裁の判決を読む（2011�12年開廷期)」駿河台法
学第26巻第 2号195頁（2013年), 山口智「宗教団体と雇用差別禁止法（2)」
神戸外大論叢第63巻第 1号113頁（2013年）参照。
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(６) Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church & School v. EEOC, 131 S.
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るかが争われた2005年の 2つの事案を挙げることができよう。ケンタッキー
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両者の関係性に注目する議論もなされている。See, e.g., Ashutosh A.

Bhagwat, Assembly Resurrected, 91 TEX. L. REV. 351, 370�73 (2012) (book re-
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(22) See, e.g., Summer E. Allen, Note and Comment, Defining the Lifeblood :
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404頁, 第111号502頁, 第112号228頁（2004年）参照。
(25) Cass R. Sunstein, Burkean Minimalism, 105 MICH. L. REV. 353, 362
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同定するためのテストを示すことを拒否した。おそらくこの慎重さが全員
一致にとって必要だったのであろう｡｣).
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to Functions, Not Persons?, 122 YALE L.J. 1964, 1972 (2013) (｢Hosanna-Tabor

判決は, 聖職者例外が個別具体的な事件にどのように適用されるのか, ま
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REV. 233, 289�90 (2012) (｢この一見明快であるように見えるが皮相的であ
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tion, and the Constitution, 19 VA. J. SOC. POL’Y & L. 400, 446 (2012).
(39) See Brief for the Petitioner at 3, Hosanna-Tabor, 132 S. Ct. 694 (No. 10�

553). See also Carl H. Esbeck, A Religious Organization’s Autonomy in Matters

of Self-Governance : Hosanna-Tabor and the First Amendment, 13 ENGAGE 168,
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囲に及ぶ影響を『聖職者』の狭い定義を具体化することで和らげることも
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